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寝たきり等で歯科医院に通院できない方 !! お近くの往診歯科医院を紹介します
歯科往診サポートセンター（岡山市北区石関町１－５）

http://www.oda8020.or.jp　℡ (086)-224-1255
月～金　10:00～15:00（祝祭日・年末年始を除く）

相談員として歯科衛生士が対応します。お気軽にご相談下さい
岡山県歯科医師会ホームページ（http://www.oda8020.or.jp）から申込みも可

岡山県・岡山県歯科医師会

Takahashi C
ity  INFO

RM
ATIO

N

情 報
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生　

活

税（料）　目 期 納期限
(口座振替日)

【予告】1月の納期限（口座振替日）
○市民税・県民税（普通徴収 /4期）
○国民健康保険税（普通徴収 /7期）
○介護保険料（普通徴収 /7期）
○後期高齢者医療保険料（普通徴収 /7期）

※納期限 /口座振替日 =1/31（火）

固定資産税・都市計画税 ３期

12/26㈪
国民健康保険税（普通徴収）

６期介護保険料（普通徴収）

後期高齢者医療保険料（普通徴収）

※口座振替を登録されている場合、口座振替日前に預金残高の確認をお願いします。
■問い合わせ　税務課収税係（☎�0215）/ 後期高齢者医療保険料は、保険課健康保険係（☎�0258）

12月納期限（口座振替日）のお知らせ

　国民年金保険料の納め忘れは、ありませんか？
　平成２３年度の国民年金保険料は、月額１万５，０２０円です。納めた全額が社会保険料控除の対
象となり、税金の負担が軽減されます。
　保険料は、日本年金機構から送られる納付書により金融機関・郵便局・コンビニで納めることが
できます。また、納付の手間がかからない口座振替やクレジットカードによる納付もできます。
　国民年金保険料について、ご不明な点がありましたら年金事務所にお尋ねください。
�
■問い合わせ　市民課戸籍住民係（☎�0252）、日本年金機構高梁年金事務所 （☎�0572）

－国民年金保険料を納めましょう－

遊びにおいでよ！

         ゆう・ゆうひろば １月

オープンスペース
　毎週金曜日
　 午前10時～午前11時30分
　 ６日 「お正月あそびをたのしもう」
　13日 「親子でふれ合いあそびをしよう」
　20日 「新聞紙であそぼう」
　27日 「手作りおもちゃを作ろう」

場  所 子育て支援センター
   　    (吉備国際大学短期大学部９号館１階)

■問い合わせ　子育て支援センター (☎�２４５０)、子ども課子ども支援係(☎�０２８８)

サロン 毎週月～金曜日(祝日除く) 
   　    午前10時～午後４時

就学前の子どもたちと保護者の交流の場

在
宅
酸
素
療
法
者
電
気
料

助
成
事
業

　

市
は
、
酸
素
濃
縮
装
置
を
使

用
し
て
い
る
在
宅
酸
素
療
法
治

療
者
に
対
し
、
酸
素
濃
縮
装
置

の
使
用
に
要
す
る
電
気
料
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

▽
対
象
者
…
医
師
の
処
方
に
基

づ
き
酸
素
濃
縮
装
置
を
使
用
し

て
い
る
在
宅
酸
素
療
法
治
療
者

で
、
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

す
人
①
本
市
に
住
民
票
が
あ
る

②
施
設
に
入
所
し
て
い
な
い
③

交
付
申
請
を
行
う
月
の
属
す
る

年
度
の
市
民
税
が
非
課
税
の
世

帯※
１
カ
月
に
16
日
以
上
入
院
し

た
月
は
、
助
成
金
の
支
給
が
停

止
に
な
り
ま
す
。

▽
申
請
方
法
…
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
・
押
印
し
、
医
療

機
関
で
証
明
を
受
け
、
福
祉
課

障
害
福
祉
係
ま
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課
障
害

福
祉
係
（
☎
�
０
２
８
４
）

　

市
は
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん

が
、
要
介
護
状
態
と
な
る
こ
と

な
く
、
健
康
で
自
立
し
た
生
活

を
営
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、

介
護
予
防
事
業
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
介
護
予
防
が
必
要
な
人

を
把
握
す
る
た
め
、
65
歳
以
上

（
平
成
24
年
１
月
６
日
基
準
日
）

の
人
を
対
象
に
「
基
本
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
」を
お
送
り
し
ま
す
。

　

こ
の
結
果
か
ら
、
心
身
の
健

「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」

に
ご
協
力
を

康
状
態
を
判
定
し
、
判
定
結
果

に
合
わ
せ
た
健
康
情
報
の
提
供

を
行
い
ま
す
。

　

調
査
に
ご
理
解
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

▽
対
象
者
…
市
内
在
住
者
で
、

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
な
い
65
歳
以
上
の
高
齢
者

▽
調
査
期
間
…
平
成
24
年
１
月

６
日
㈮
か
ら
20
日
㈮
ま
で

▽
回
答
方
法
…
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
１
月
20
日
㈮
ま
で
に
返

信
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

保
険
課
地
域

包
括
支
援
係（
☎
�
０
３
０
０
）

子
ど
も
手
当
は
12
月
28
日

ま
で
に
認
定
請
求
を

　

10
月
か
ら
子
ど
も
手
当
の
制

度
が
変
更
に
な
っ
た
た
め
、
そ

れ
ま
で
子
ど
も
手
当
を
受
け
て

い
た
人
で
も
、
新
た
に
認
定
請

求
の
手
続
き
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

９
月
末
時
点
で
子
ど
も
手
当

を
受
け
て
い
た
人
に
は
、
市
か

ら
認
定
請
求
の
案
内
を
し
て
い

ま
す
。

　

ま
だ
認
定
請
求
書
を
提
出
さ

れ
て
い
な
い
人
は
、
特
に
次
の

▽助成金額
酸素流量

（１分間当たり） 月　　額

１ℓ以下 ６００円
１ℓ超２ℓ以下 ７００円
２ℓ超３ℓ以下 ９００円

３ℓ超 １，５００円
※月の初日の医師の処方による安
静時の酸素流量の最高値

点
に
ご
留
意
の
う
え
、
12
月
28

日
㈬
ま
で
に
必
ず
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

①
認
定
請
求
書
に
記
入
漏
れ
や

印
の
押
し
忘
れ
は
な
い
か
②
健

康
保
険
証
の
写
し
を
添
付
し
て

い
る
か
③
請
求
者
と
金
融
機
関

の
名
義
人
が
同
じ
に
な
っ
て
い

る
か
。（
名
義
人
が
旧
姓
の
場

合
な
ど
も
不
可
）

　

ま
た
、
10
月
か
ら
支
給
要
件

が
変
更
に
な
っ
て
い
ま
す
。
子

ど
も
が
海
外
に
住
ん
て
い
る
場

合
や
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場

合
な
ど
は
、
子
ど
も
手
当
を
受

給
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

■
問
い
合
わ
せ　

子
ど
も
課
子

ど
も
支
援
係（
☎
�
０
２
８
８
）

水
道
の
防
寒
対
策

　

冬
季
に
な
る
と
、
水
道
管
の

景
観
に
関
す
る
市
民
ア
ン

ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を

　

市
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
良

好
な
景
観
づ
く
り
を
進
め
る
た

め
、「
景
観
に
関
す
る
市
民
ア

ン
ケ
ー
ト
」
を
実
施
し
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
、「
高
梁

市
景
観
計
画
」
策
定
の
た
め
の

基
礎
資
料
と
な
り
ま
す
。

　

無
作
為
に
抽
出
し
た
20
歳
以

上
の
市
民
２
０
０
０
人
と
、
市

内
の
事
業
所
２
５
０
社
を
対
象

に
、
平
成
24
年
１
月
中
に
ア
ン

ケ
ー
ト
用
紙
を
発
送
す
る
予
定

で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
が
届

い
た
人
は
、
ご
記
入
の
上
、
期

日
ま
で
に
返
送
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

調
査
に
ご
理
解
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

歴
史
ま
ち
づ

く
り
課
（
☎
�
０
２
５
７
）

国民年金

凍
結
や
破
裂
が
多
発
し
ま
す
。

　

特
に
、
屋
外
に
あ
る
水
道
管

や
水
道
メ
ー
タ
ー
な
ど
は
凍
結

し
や
す
い
の
で
、
布
き
れ
や
市

販
の
保
温
材
を
巻
き
つ
け
る
な

ど
、
凍
結
を
未
然
に
防
い
で
く

だ
さ
い
。
万
一
、
凍
結
し
た
場

合
は
、
蛇
口
を
開
け
て
、
凍
っ

た
部
分
に
タ
オ
ル
な
ど
を
か
ぶ

せ
、
そ
の
上
か
ら
ぬ
る
ま
湯
を

ゆ
っ
く
り
、
満
遍
な
く
か
け
て

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

上
下
水
道
課

（
☎
�
０
２
４
３
）、
各
地
域

局
地
域
振
興
課
管
理
係

岡
山
県
最
低
賃
金

　

県
内
の
全
産
業
労
働
者
に
適

用
さ
れ
る
最
低
賃
金
が
６
８
５

円（
時
間
額
）に
改
定
さ
れ
ま
し

た（
平
成
23
年
10
月
27
日
か
ら
）。

※
精
皆
勤
手
当
・
通
勤
手
当
・

家
族
手
当
、
時
間
外
・
休
日
・

深
夜
手
当
、
臨
時
に
支
払
わ
れ

る
賃
金
な
ど
は
、
最
低
賃
金
に

算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ　

岡
山
労
働
局

賃
金
室
（
☎
０
８
６-

２
２
５-

２
０
１
４
）


